
単位：千円

１．令和２年度地方消費税交付金収入見込 総額 一般財源分 社会保障財源分

7,400,000 3,520,000 3,880,000 ①

２．社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費
（単位：千円）

一般財源

国・県支出金 その他
＜地方消費税（交付
金）引上げ分充当＞

社会福祉
491,283 135,671 4,038 351,574

障害者福祉
12,253,764 8,471,668 62,012 3,720,084

高齢者福祉
1,084,112 6,094 50,163 1,027,855

児童福祉
18,345,043 9,442,084 1,167,481 7,735,478

母子福祉
1,631,405 581,205 4,501 1,045,699

生活保護
13,028,793 9,400,808 115,000 3,512,985

小計
46,834,400 28,037,530 1,403,195 17,393,675

介護保険
4,909,741 321,450 10,000 4,578,291

国民健康保険
2,341,937 1,500,750 0 841,187

後期高齢者医療
4,596,838 618,725 0 3,978,113

小計
11,848,516 2,440,925 10,000 9,397,591

医療
409,480 0 185,802 223,678

病院
440,161 0 0 440,161

疾病予防対策
2,745,803 215,828 50,943 2,479,032

小計
3,595,444 215,828 236,745 3,142,871

62,278,360 30,694,283 1,649,940 29,934,137 ②

引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

　消費税率の引上げは、今後も増加が見込まれる「社会保障４経費その他社会保障施策」の財源とする
ためのものです。地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げに係る収入については、以下の経費に充
当します。

事業名 経費

財源内訳

特定財源

　「社会保険」とは、「保険的方法によって社会保障を行う制度の総称」ですが、法令に基づき実施さ
れる「強制保険」的な制度を意味し、具体的には、国民健康保険・介護保険・年金などです。

　「保健衛生」とは、「国民の健康を保つための施策」を意味し、具体的には、医療に係る施策・感染
症その他の疾病の予防対策・健康増進対策などです。

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生

合計

　対象経費の一般財源総額②29,934,137千円のうち、消費税率引上げ分①3,880,000千円を充当します。
（対象経費には、事務職員人件費等充てられない経費を除いています。）

(注)
　「社会福祉」とは、「生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存
権を確保することによって、国民生活の内容を豊かならしめること」を意味し、具体的には、生活保
護・児童福祉・母子福祉・高齢者福祉・障害者福祉（身体障害者福祉・知的障害者福祉・精神障害者福
祉）などです。


